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令和６年３月１日発行    

― 大仙市役所西仙北支所 〒019-2192 大仙市刈和野字本町 5番地 ☎ 0187-75-1111(代表) ― 

 

●お引越しされる方へ 

３月から４月にかけてお引越しが多い時期になります。市内外へ住所を変更される場合、

市役所に住民票上の異動届出をしていただく必要があります。 

 

引越先 届出期間 届出できる人 持ち物 備考

市内 新住居地に住み始めてから１４日以内
本人又は

引越先の同一世帯員

市外 引越予定日の１４日前から可能 本人又は同一世帯員
　届出終了後、転出証明書を交付しますの
で、新住所地の役所へ転出証明書を持参し
て手続きしてください。

・本人確認できるもの
・印鑑
・マイナンバーカード
（所有者のみ）
・その他

 

【問い合わせ】西仙北支所市民サービス課 戸籍担当 ☎0187-75-2961 

●行事や展示などに活用ください「ＪＲ刈和野駅１階ふれあい広場」の貸し出し 

刈和野駅１階ふれあい広場」の貸し出し 

 

JR刈和野駅舎１階「ふれあい広場」を貸し出しています。 

行事や展示などに活用ください。使用を希望する場合は大仙市商工会西仙北支所へ

お申し込みください。 

 

【問い合わせ】大仙市商工会西仙北支所 ☎0187-75-1021 

●ごみ出しのルールを守りましょう！ 

〇ごみ指定された袋に入れて出してください。 

〇ごみは指定された曜日の午前８時までに出してください。 

〇不法投棄は絶対にしないでください。 

〇ごみの資源化にご協力ください。 

〇「正しいごみの分け方・出し方」をよくお読みください。 
  

〇貸出期間：１ヵ月以内 

〇貸出時間：午前９時～午後４時３０分 

〇料  金：無料 

〇申込期間：年間を通して随時（土・日・祝日を除く）受付します。 

      使用月の前月２０日までにお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】西仙北支所市民サービス課 環境担当 ☎0187-75-2961 

ごみ集積所は、お互いに気持ちよく使うために、きちんとマナーを守りましょう。 

 

 

 

また、大仙市ホームページの「ごみナビくん」にもごみの品目名に分別の方法を紹介しており

ますので、ご活用ください。 
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季節の変わり目にご注意を！ ～疲れをためずに心と体をのびのびと～ 

１. 食事は欠食せずバランスよくとりましょう。 

２. 軽い運動で汗を流しましょう。 

３. ぬるめのお湯にゆっくりつかりましょう。 

４. 睡眠をしっかりとりましょう。 

５. 衣服で温度調整をしましょう。 

 
【問い合わせ】健康増進センター西部 ☎0187-75-0476 

●「刈和野どんと焼き」が開催されました！ 

２月９日(金)西仙北支所駐車場を会場に「刈和野どんと焼き」が行われました。 

当日は１６時から神事が行われ、神事終了後にお焚き上げが行われました。会場では、４２歳、

還暦の方々による餅つきと餅の振る舞い、宝探しと抽選会が行われ、大人から子どもまで楽しん

でいる様子でした。また、会場に作られた雪の滑り台は子どもたちから好評で、１度だけでなく、

何度も滑っている子どもたちの様子が見受けられ、会場は終始にぎわいました。 

 

  

 

 

 

●令和５年度 西仙北地域 市・県民税申告相談 

申告特設会場での申告相談は３月１４日(木)まで！ 

 
※土日、１日(金)、６日(水)、１３日(水)、１５日(金)は、

申告相談を開催していないのでご注意ください。 

 

 

 

受付時間：午前９時～午前１１時３０分    特設会場：西仙北支所３階 会議室 

     午後１時～午後４時 

【問い合わせ】西仙北支所市民サービス課 税務担当 ☎0187-75-2964 
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